
 
広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
の
設
備
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
規
則
第
二
十
五
号 

 
 

 

広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
の
設
備
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
の
設
備
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
広
島
県
規
則
第
三
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
設
備
利
用
日
時
の
変
更
等
） 

第
四
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
備
の
利
用
の

許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
利
用
日
時
を
変
更
す
る
と
き
は
、
現
に
許

可
を
受
け
て
い
る
設
備
の
利
用
日
時
ま
で
に
、
別
記

様
式
第
三
号
に
よ
る
設
備
利
用
変
更
申
請
書
を
所
長 

に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ 

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

利
用
者
は
、
そ
の
利
用
を
取
り
や
め
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
現
に
許
可
を
受
け
て
い
る
設
備
の
利
用
日

時
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
設
備
利
用
取

下
書
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

（
試
験
等
の
依
頼
手
続
） 

第
七
条 

セ
ン
タ
ー
に
試
験
等
を
依
頼
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
試
験
等
依
頼
書
に

当
該
試
験
等
に
供
す
る
材
料
を
添
え
て
、
所
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
試
験
等
の
依
頼
の
取
り
や
め
） 

第
八
条 

試
験
等
の
依
頼
を
し
た
者
（
以
下
「
依
頼
者

」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
依
頼
を
取
り
や
め
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
試
験
等
依

頼
取
下
書
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
既
に
試
験
等
（
そ
の
準
備
を
含
む
。
）
に

着
手
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
や
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

  

（
使
用
料
等
の
分
納
又
は
後
納
の
申
請
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

使
用
料
等
の
分
納
又
は
後
納
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
使
用
料
等
分
納
（
後 

納
）
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
設
備
利
用
日
時
の
変
更
等
） 

第
四
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
備
の
利
用
の

許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）

は
、
設
備
を
利
用
す
る
前
に
、
そ
の
利
用
日
時
を
変

更
す
る
と
き
は
、
現
に
許
可
を
受
け
て
い
る
設
備
の

利
用
日
時
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
届
け
出
て
、
所
長
の

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

２ 

利
用
者
は
、
設
備
を
利
用
す
る
前
に
、
そ
の
利
用

を
取
り
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
現
に
許
可
を
受

け
て
い
る
設
備
の
利
用
日
時
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
所

長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

  

（
試
験
等
の
依
頼
手
続
） 

第
七
条 

セ
ン
タ
ー
に
試
験
等
を
依
頼
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
試
験
等
依
頼
書
に

当
該
試
験
等
に
供
す
る
材
料
を
添
え
て
、
所
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
試
験
等
の
依
頼
の
取
り
や
め
） 

第
八
条 

試
験
等
の
依
頼
を
し
た
者
（
以
下
「
依
頼
者

」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
依
頼
を
取
り
や
め
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
試
験
等
（
そ
の
準
備
を

含
む
。
）
に
着
手
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
や
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

（
使
用
料
等
の
分
納
又
は
後
納
の
申
請
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

使
用
料
等
の
分
納
又
は
後
納
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
使
用
料
等
分
納
（
後 

納
）
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



 

（
使
用
料
等
の
減
免
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
等
の
減
免
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
使
用
料

等
減
免
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  

（
使
用
料
等
の
返
還
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
等
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る
使
用
料

等
返
還
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  

（
試
験
等
に
関
す
る
表
示
又
は
広
告
） 

第
十
四
条 

セ
ン
タ
ー
で
試
験
等
を
受
け
た
材
料
に
つ

い
て
、
そ
の
試
験
等
を
受
け
た
こ
と
又
は
そ
の
結
果

を
表
示
し
、
又
は
広
告
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記

様
式
第
十
号
に
よ
る
表
示
（
広
告
）
申
請
書
を
所
長 

に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

所
長
は
、
前
項
の
表
示
又
は
広
告
を
許
可
し
た
と

き
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
表
示
（
広
告
）

許
可
書
を
当
該
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
使
用
料
等
の
減
免
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
等
の
減
免
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
使
用
料

等
減
免
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  

（
使
用
料
等
の
返
還
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
等
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
使
用
料

等
返
還
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  

（
試
験
等
に
関
す
る
表
示
又
は
広
告
） 

第
十
四
条 

セ
ン
タ
ー
で
試
験
等
を
受
け
た
材
料
に
つ

い
て
、
そ
の
試
験
等
を
受
け
た
こ
と
又
は
そ
の
結
果

を
表
示
し
、
又
は
広
告
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記

様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
（
広
告
）
申
請
書
を
所
長 

に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。



改 正 後 改 正 前 

 

様式第１号（第３条関係） 
 

設備利用申請書 

（略） 

また、様式に記載した内容について、広島県が、センターの利便性向上等を目

的としたアンケート調査及びセンターの利用者に有益と思われるサービス等の情

報提供に活用することに同意します。 

（略） 

備 考 
（支払方法等） 

（略） 
（略） （略） 

取 扱 者 （略） 
 

注 （略） 
 

 

様式第１号（第３条関係） 
 

設備利用申請書 

（略） 

また、様式に記載した内容は、センターの利便性向上等を目的としたアンケー

ト調査や有益と思われるサービスなどの情報提供に広島県が活用することに同意

します。 

（略） 

備 考 （略） 
（略） （略） 

取 扱 者 印 （略） 
 

注 （略） 
 

  



別
記
様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

   



様式第３号（第４条関係） 

 

設 備 利 用 変 更 申 請 書 

  年  月  日 

 広島県立総合技術研究所長 様 

（      センター） 

 申請者 

住 所 

（ 所 在 地 ） 

（〒  ―      ） 

 

氏 名  

名 称 及 び 

代表者の氏名 
 

 

連絡先 

住 所 
（上記と異なる場合） 

（〒  ―    ）  

 

 担 当 部 署  

 担 当 者 氏 名 
（上記と異なる場合） 

 

 電 話 （   ）   ― 

 メ ー ル  

 年 月 日付け            号で許可を受けた設備の利用を、次のとおり変更したいので、承

認してください。 

（変更後） 

コード 
利 用 設 備 名 

利用開始及び終了時間 備考 件数 単位 
単価 

（円） 

使用料 

（円） 

手数料 

（円）   職員による機器操作 
          

 年 月 日  時  分から 

 年 月 日  時  分まで        

  □要  □不要 
 年 月 日  時  分から 

 年 月 日  時  分まで           

          
 年 月 日  時  分から 
 年 月 日  時  分まで           

  □要  □不要 
 年 月 日  時  分から 
 年 月 日  時  分まで           

          
 年 月 日  時  分から 
 年 月 日  時  分まで           

  □要  □不要 
 年 月 日  時  分から 
 年 月 日  時  分まで           

          
 年 月 日  時  分から 

 年 月 日  時  分まで           

  □要  □不要 
 年 月 日  時  分から 

 年 月 日  時  分まで           

職員による前・後処理 □要  □不要 
 年 月 日  時  分から 

 年 月 日  時  分まで       

利 用 目 的 

□ 新製品・新技術開発 

□ 品質改善・品質保持 

□ 原因究明（クレーム対応等） 

□ 他者への証明 

□ 定期的な試験検査 

□ その他（             ） 

小 計 （ 税 込 ）     

消 費 税 額   

合 計 金 額 （ 税 込 ） 円 

広島県、鳥取県、島根県、

岡 山 県 又 は 山 口 県 の 

事 務所 名又は 事業 所名 
 □該当県以外の料金適用 

備 考 

（ 支 払 方 法 等 ） 
 

領 収 年 月 日 年 月 日 

取 扱 者   

 

 

 

注 １ 太枠内は、申請者は記入しないこと。 

２ 職員による機器操作を選択できる設備を利用する場合には、要・不要のいずれかにレ印を付けること（設備によっては、職員による

機器操作を必須とするものがある。）。 

３ 広島県、鳥取県、島根県、岡山県又は山口県の事務所名又は事業所名欄は、該当県以外の申請者が該当県に事務所又は事業所を有す

る場合に記入すること。 

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 



様式第４号（第４条関係） 

 

設 備 利 用 取 下 書 

  年  月  日 

 広島県立総合技術研究所長 様 

（      センター） 

 申請者 

住 所 

（ 所 在 地 ） 

（〒  ―    ）  

 

氏 名  

名 称 及 び 

代表者の氏名 
 

 

連絡先 

住 所 
（上記と異なる場合） 

（〒  ―    ）  

 

 担 当 部 署  

 担 当 者 氏 名 
（上記と異なる場合） 

 

 電 話 （   ）   ― 

 メ ー ル  

年 月 日付け            号で許可を受けた設備の利用を取り下げます。 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 

 

 

  



次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 



改 正 後 改 正 前 

 

様式第５号（第７条関係） 

 

試験等依頼書 

（略） 

なお、様式に記載した内容について、広島県が、センターの利便性向上等を目

的としたアンケート調査及びセンターの利用者に有益と思われるサービス等の情

報提供に活用することに同意します。 

（略） 

（略） 
（略） （略） 

取 扱 者 （略） 

（略） （略） 

備 考 
（支払方法等） 

（略） 

 

注 （略） 
 

 

様式第３号（第７条関係） 
 

試験等依頼書 

（略） 

なお、様式に記載した内容は、センターの利便性向上等を目的としたアンケー

ト調査や有益と思われるサービスなどの情報提供に広島県が活用することに同意

します。 

（略） 

（略） 
（略） （略） 

取 扱 者 印 （略） 

（略） （略） 

備 考 

 
（略） 

 

注 （略） 
 

  



別
記
様
式
第
五
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。 

                             



様式第６号（第８条関係） 

 

試 験 等 依 頼 取 下 書 

 

  年  月  日 

 広島県立総合技術研究所長 様 

 （      センター） 

 依 頼 者 

住 所 

（ 所 在 地 ） 

（〒  ―    ）  

 

氏 名  

名 称 及 び 

代表者の氏名 
 

 

連 絡 先 

住 所 
（ 上 記 と 異 な る 場 合 ） 

（〒  ―    ）  

 

 担 当 部 署  

 担 当 者 氏 名 
（ 上 記 と 異 な る 場 合 ） 

 

 電 話 （   ）  ―  

 メ ー ル  

 年 月 日付けで提出した次の試験等依頼を取り下げます。 

 

試験等の材料の品名   

試 験 等 の 内 容   

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 



次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 



改 正 後 改 正 前 

 

様式第７号―様式第 10号 （略） 

 

 
様式第４号―様式第７号 （略） 

  



別
記
様
式
第
十
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。 

 
 



様式第 11号（第 14条関係） 

表 示 （ 広 告 ） 許 可 書  

 

第         号 

  年  月  日 

                  様 

 

 

広島県立総合技術研究所長     印 

 

 

 

     年  月  日付けで依頼のあった          に関する表示（広

告）許可申請については、広島県立総合技術研究所の設備の利用等に関する規則第14条

の規定により許可します。 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 

 

 



 
 
 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


